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東電福島第一原発作業員の長期健康管理等に関する検討会

開催要綱

1 趣旨

東京電力株式会社福島第一原子力発電所においては、多くの労働者が緊急作業に

従事しており、放射線への被ばくによる健康障害の発生が懸念されることから、こ

れらの労働者に対し、離職後も含めた長期的な健康管理を行うことが必要となつて
いる。

また、緊急被ぼく限度を一時的に引き上げていた間に、通常の 5年間の被ばく限

度である 100ミ リシーベル トを超えた者がいるため、次期線量管理期間における線

量管理の方法について検討を行 う必要がある。

このため、厚生労働省労働基準局安全衛生部長の下に有識者の参集を求め、緊急

作業従事者の線量管理や健康管理等の在 り方について検討す るものである。

2 検討項 目

(1)健康診断等、離職後も含めた長期的な健康管理の在 り方

(2)緊急作業時の被ばく線量が 100ミ リシーベル トを超えた緊急作業従事者に係
る次期線量管理期間以降 (平成 28年 4月 以降)の線量管理のあり方

(3)緊急作業従事期間中の健康管理の在 り方

(4)そ の他

3 構成

(1)本検討会は、厚生労働省労働基準局安全衛生部長が、別紙の参集者の参集を

求めて開催する。

(2)本検討会には座長を置き、座長は検討会の議事を整理する。

(3)本検討会の参集者は、必要に応 じ追加することが出来る。

(4)本検討会は、参集者以外の者に出席を求めることが出来る。

4 その他

(1)本検討会は、原則として公開する。ただし、個人情報、企業秘密情報を取り

扱 うなどの場合においては非公開とすることができる。

(2)本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部電離放射線労働者健康

対策室において行う。
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放射線環境影響研究所長

祖父江友孝
大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学講座

環境医学教授

伴 信彦 東京医療保健大学東が丘看護学部教授
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東京大学名誉教授
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佐藤 暁
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